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１ 会議名   令和５年 第２回教育委員会会議 会議録 

２ 開催日時    令和５年２月 14 日（火）午前 10 時 00 分～午前 11 時 07 分 

３ 開催場所  ２階 特別会議室 

４ 出席委員  教育長 守山 敏晴   

委 員 廣田 登志子、村尾 利勝、竹田 千恵、渡邉 博明 

５ 欠席委員  なし 

６ 会議出席者 

教育政策課長 ： 仁田 誠彦   

教育政策課 英語教育推進室長  ： 村中 俊一郎 

学校教育課長 ： 林 隆之  学校教育課主幹 ： 田村 幸恵   

学校教育課 給食管理室長 ： 弘田 文利 

青少年課長 教育センター所長兼務 ： 倉本 敦 

文化財保護課長 岩国徴古館長兼務 ： 若林 久夫 

生涯学習課長 中央公民館長兼務  ： 岸井 清市 

中央図書館長 ： 山本 圭子  科学センター館長 ： 弘中 勝 

由宇支所長  ： 藤中 公子  周東支所長    ： 加藤 勝巳 

錦支所長   ： 下村 豊   美和支所長  ： 亀弘 典久 

文化スポーツ課長 ： 遠藤 克也 

７ 会議従事職員   教育政策課 ： 大黒屋 誠、村上 葵 

８ 会議録署名委員  廣田 登志子、渡邉 博明 

９ 議事日程 

日程第１ 会議録署名委員の指名について 

日程第２ 報告第２号  所管事項について 

日程第３ 

議案第２号 
岩国市教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規

則について 

議案第３号 
岩国市教育委員会事務局等の組織に関する規則の一部を

改正する規則について 

議案第４号 
岩国市教育委員会公印規則の一部を改正する規則につい

て 

議案第５号 
岩国市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関す

る規則の一部を改正する規則について 

議案第６号 
岩国市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令に

ついて 

  日程第４ 

議案第７号 岩国市文化財保護条例施行規則を廃止する規則について 

議案第８号 岩国市徴古館条例施行規則を廃止する規則について 

議案第９号 岩国市教育資料館条例施行規則を廃止する規則について 

議案第 10 号 
岩国市歴史民俗資料館条例施行規則を廃止する規則につ

いて 

議案第 11 号 岩国行波の神舞伝承館条例施行規則を廃止する規則につ
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いて 

議案第 12 号 
重要文化財旧目加田家住宅保存条例施行規則を廃止する

規則について 

議案第 13 号 
岩国徴古館に勤務する職員の服務規程を廃止する訓令に

ついて 

議案第 14 号 
岩国市博物館収蔵資料審査会規程を廃止する訓令につい

て 

議案第 15 号 
岩国学校教育資料館に勤務する職員の服務規程を廃止す

る訓令について 

日程第５ 議案第 16 号 岩国市教育基本計画の改訂について 

日程第６ 議案第 17 号 令和４年度教育費３月補正予算の見積りについて 

日程第７ 議案第 18 号 令和５年度教育費予算の見積りについて 

日程第８ 議案第 19 号 

令和５年度岩国市立小学校及び中学校において使用する

学校教育法附則第９条に規定する教科用図書の採択につ

いて 

日程第９ 議案第 20 号 岩国市徴古館条例の一部を改正する条例について 

会議の大要 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

文化財保護課長 

 

 

教育政策課長 

 

 

英語教育推進室長 

 

・ただいまから令和５年第２回岩国市教育委員会会議を開会します。 

・では、はじめに、日程第１会議録署名委員の指名を行います。本日の会

議録署名委員は、廣田委員と渡邉委員にお願いします。 

・本日の議事日程は、お手元に配布しているとおりであります。それでは、

日程第２「報告第２号 所管事項について」を議題といたします。これ

につきましては、協議会形式で進めたいと思います。各担当部署から先

に配布しております行事予定表について、補足又は所管事項に関する懸

案等がありましたら説明をお願いします。 

・３月に各小・中学校で卒業証書授与式がございますので、教育委員の皆

様方にはまた御出席をお願いすることになりますが、よろしくお願いい

たします。 

・中央公民館まつり「輝きフェスタ 2023」が２月 18 日と 19 日に岩国市民

文化会館で開催されます。公民館で活動されるクラブが一年間の成果を

発表される場でございますので、お時間がございましたらぜひお越しく

ださい。 

・１月 23 日に、文化財防火デーということで、重要文化財の旧目加田家

住宅で消防訓練を行い、地元の財産を地元で守るということで、横山自

治会と地元消防団の方々にも参加をしていただきました。 

・３月 19 日にＰＬＡＴ ＡＢＣの一周年イベントを行う予定となっており

ます。詳細につきまして、英語教育推進室長より御紹介させていただき

ます。 

・ＰＬＡＴ ＡＢＣが開設して３月で一周年になることを記念して、イベ
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教育長 

村尾委員 

 

ントを企画しましたので、その概要を御説明します。配布したチラシは、

庁内で印刷したもので、黄色の日本語が読みにくいかと思いますが、正

式に配布するものは印刷業者にお願いしますので、この点は解消される

と思います。 

・今回は、「英語交流のまちＩｗａｋｕｎｉの体現」をテーマにして、３

月 19 日の日曜日の実施を予定しております。裏面を御覧ください。会

場は、ＰＬＡＴ ＡＢＣと駅前広場の一部を使用する予定です。地図で

御説明しますと、中央下側にあるＰＬＡＴ ＡＢＣと、左上のライブス

テージ、右上のマルシェの部分を主に使用することにしております。ま

ず、絵本やボードゲームがあるＰＬＡＴ ＡＢＣ内のコミュニティスペ

ース、地図の「Ａ」の部分ですが、ここではＡＬＴを配置した英会話カ

フェ、入って左側のセミナースペース「Ｂ」の部分では、午前中にミー

トアンドグリートとして講演会、午後に米海兵隊のボランティアとのコ

ラボイベントを開催します。講演会には、ＹｏｕＴｕｂｅやＴｉｋＴｏ

ｋで英語に関する情報発信を行って人気のＭＣ ＴＡＫＡさんをお迎え

し、「英語が話せるコツ」などを楽しくお話ししていただく予定です。

こちらについては予約制として考えております。また、昼からは「ミッ

ションＳＭＰ」と題して、米海兵隊のボランティアと協力して、スタン

プラリーのイベントを予定しています。参加者には英語での簡単なクイ

ズなどに挑戦していただき、記念品も配布する予定です。次に、「漫画

ライブペイント」ですが、壁に巨大な漫画をその場で描く「漫画ライブ

ペイント」を行う内田慎之介さんに、「岩国と交流」をテーマにした巨

大な漫画をＰＬＡＴ ＡＢＣのテラスで書いていただく予定です。でき

た作品については、イベント終了後もセンター内で掲示する予定です。

岩国駅東口のエスカレーター下の広場では、午前中に高水高校書道部に

よる書道パフォーマンスを行う予定です。書道部には英語を交えてパフ

ォーマンスをしていただき、一般参加者にも思い思いの文字を書いてい

ただいて作品を完成させ、ＰＬＡＴ ＡＢＣに掲示する予定としていま

す。また、ここでは、昼から音楽コンサートを企画しており、基地内の

音楽グループも参加していただく予定です。センター前の広場では、マ

ルシェとして４店舗に出店していただき、お祭りムードを盛り上げてい

ただく予定です。告知方法については、市報３月１日号、チラシ、ポス

ター、ＳＮＳやホームページを活用していく予定です。前日の 18 日に

は、プレイベントとしてＡＬＴを配置した英会話カフェ、漫画ライブペ

イントをＰＬＡＴ ＡＢＣ内で行います。お時間がございましたら、ぜ

ひお越しいただければと思います。 

・全体を通して、御質問・御意見がありましたらお願いします。 

・学校教育課にお尋ねします。年度末に近付き、部活動指導の在り方とい

うことで、地域移行の進捗状況はいかがでしょうか。 



4 

学校教育課長 

 

 

村尾委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

村尾委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

村尾委員 

 

 

 

 

・昨年末から１月にかけてアンケートを実施し、現在集計しております。

文部科学省もトーンが下がっている部分もあるので、岩国市としては可

能な競技から段階的に、無理なく進めていきたいと考えております。 

・地区によっても温度差があると思います。今まで熱心に指導してきた部

活の指導者もその地区ごとにいらっしゃると思います。来年度からでき

る競技については地域移行ということで、バランスをとった指導者の配

置も必要になると思います。人事異動により、競技をする人が一つの方

向に固まるのはよくないです。教育委員会も、どの先生に力があってど

こに配置されているかは理解できていると思います。人事異動の中で、

バランスをとりながら配置決定をしていく必要があろうと思います。い

くら地域移行と言っても、学校の先生が、ある程度地域の指導者と密な

連携を図りながらやっていかなければ成り立たないと思いますが、どう

ですか。 

・おっしゃるとおりだと思います。これから人事の時期を迎えますが、や

はり市全体の状況を見ながら、バランス良く教職員を配置していきたい

と思っております。 

・非常に難しい課題だと思います。特に吹奏楽のパート練習は、毎日の練

習が欠かせないので。そういったもので、学校の先生の指導が必要な部

分が生じてくると思います。ですから一概に、一気にやるというのは難

しいですので、そういったことに配慮しながら先生方と地域の人との連

携を含めた在り方が必要になりますので、よろしくお願いします。 

・もう一点、スポーツテストの山口県の結果が全国平均より低くなってい

ます。かつては、裸足運動や行間体育で冬は特に子供たちを走らせたり、

アスレチックを活用した体力増強の取組を盛んに行い、「たくましい防

長っ子」に育てようと取り組んでいましたが、最近はコロナ禍というこ

ともあり、外遊びをしなくなり、学校でもそのような状況の中では行間

体育も難しく、体力が落ちています。そういった面で、学校教育の中で

体力増強の方向をどう構築していくかというのは本当に課題であると

思いますが、どう思われますか。 

・全国体力調査の結果は、県全体としてあまり思わしくなく、岩国市もあ

まり良くはありませんが、やはり学力と体力の調和を図りながら各学校

の教育活動――特に授業改善を進めます。特に体力向上につきまして

は、一校一取組というのをしておりますが、そういったところの更なる

充実を図っていきたいと思っております。 

・一朝一夕にできるわけではありません。地道な活動を長く続けることが

大切です。その危機感を各学校の先生方に持っていただいて、小・中学

校ともに危機的な状況であるということで、体力増強についてはどのよ

うにやっていったら良いかという課題を、各学校が真剣に取り組んでい

かなければ改善できません。よろしくお願いします。 
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廣田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廣田委員 

 

 

 

 

竹田委員 

 

英語教育推進室長 

 

 

 

 

渡邉委員 

英語教育推進室長 

 

渡邉委員 

 

英語教育推進室長 

渡邉委員 

・マスクのことですが、御承知のように国や県からいろんな通知が来てい

ます。最初は、３月の卒業式では換気に気を付けていれば合唱もして良

いということでしたが、最新の情報を見ていたら、国歌斉唱と合唱は除

くと書かれてありました。県教育委員会から通知が来ると思いますが、

いずれにしても換気をして最善を尽くしてください。岩国は学校規模が

それぞれ大きく違い、建物の状況も違いますので。その辺のことをやは

り学校に主体性を持っていただいて、校長先生の判断がとても大事にな

ると思いますが、一斉に禁止ということではなく、学校の特色を活かし

ながら上手くバランスをとり、教育委員会も指導や支援をしていただけ

たらと思います。 

・卒業式のマスクの着用については、以前から教育長も、３年間マスク生

活が続いているので、卒業式についてはマスクを外して出席させてあげ

たいという思いがあると聞いております。昨日、国からの通知が県を通

してありました。その中では、児童生徒及び教職員については、式典全

体を通してマスクを着用せずに出席することを基本とする。ただし、場

面ごとにどうしたら良いかが示されており、やはり歌唱や呼び掛けにつ

いては、マスクの着用を推奨すると書かれております。委員がおっしゃ

るように、各学校により状況が随分違いますので、一応これを基本とし

ますが、学校の裁量も残しながら卒業式に臨んでいただきたいと思って

おります。 

・よろしくお願いします。 

・もう一点、情緒面についてです。今年度も小学校の合唱祭や中学校の

音楽祭に伺いました。部活動もそうですが、市内には音楽に特化し

た先生方がおられます。そうした方を中心に学校全体の音楽活動が

更に充実するよう、教職員の配置をよろしくお願いします。 

・ＰＬＡＴ ＡＢＣの一周年記念イベントですが、ミートアンドグリート

は予約制になっていますが、ほかは人数制限はないのですか。 

・ほかのプログラムにつきましては、特に予約制ではないので、後は施設

の定員になろうかと思います。万が一予想を超える人数が来られるよう

なことがあれば、制限をかけていかなければならないかなとは思います

が、基本的には予約なしで来ていただき、楽しんでいたけるイベントを

予定しております。 

・学校への直接的な参加要請はしていますか。 

・強いて言いますと、高水高校の書道部に参加への協力をお願いしている

ところです。 

・小・中学生については、各自で情報を仕入れて個人的に参加ということ

ですか。 

・今のところはそのように考えております。 

・地域と小・中学校の連携が課題と聞いた覚えがあるので、このようなと



6 

 

 

英語教育推進室長 

 

村尾委員 

 

英語教育推進室長 

村尾委員 

英語教育推進室長 

村尾委員 

 

 

 

 

英語教育推進室長 

教育長 

 

 

 

 

教育政策課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

各委員 

教育長 

 

きに何らかの形で絡めれば、平常時の利用も増えるのではないかと思い

ます。 

・今後はそういう学校の連携が必要だと思っておりますので、図れるよう

なイベントも平時から企画してまいりたいと思います。 

・関連して、東中学校が生け花を毎月持っていくというのをやっています

よね。 

・はい。毎月ではないですが。 

・最近はないですか。 

・最近は見かけないです。 

・そうですか。そのような活動を意識的にやっていたわけですから、東中

学校などにお願いして、生徒に興味関心を持ってもらうためにもぜひ動

員をかけてください。家も近くで、歩いて気楽に行けるわけですから、

そういった面での学校へのアプローチもやっていけば、にぎわうのでは

ないかと思います。 

・その辺りも改めて考えてみます。 

・別にないようでしたら、以上で報告第２号を終わります。 

・次に、日程第３「議案第２号 岩国市教育長に対する事務委任規則の一

部を改正する規則について」から「議案第６号 岩国市教育委員会事務

決裁規程の一部を改正する訓令について」までの５議案を一括議題とい

たします。それでは教育政策課から説明をお願いします。 

・「議案第２号 岩国市教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規

則について」から「議案第６号 岩国市教育委員会事務決裁規程の一部

を改正する訓令について」以上、計５議案につきまして、一括して御説

明いたします。 

これらの議案は、スポーツ及び文化に関する事務に加え、社会教育に関

する教育機関のうち博物館・資料館に関する事務と文化財の保護に関す

る事務について、教育委員会から市長部局へ組織改編することに伴い、

規定の整備を行うため提案するものです。具体的には、現在、教育委員

会にあります社会教育機関のうち、岩国徴古館、岩国学校教育資料館と

文化財保護課、各支所の文化財関係の部署を市長部局の組織へ移すこと

に伴うものとなっています。これら規則や訓令は令和５年４月１日から

施行することとしております。以上、御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

・ただいまの説明に、御質問・御意見がありましたら、お願いします。 

・別にないようでしたら、議案第２号から議案第６号は原案のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 

・異議なし。 

・御異議なしと認め、議案第２号から議案第６号は原案のとおり決します。 

・次に、日程第４「議案第７号 岩国市文化財保護条例施行規則を廃止す
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る規則について」から「議案第 15 号 岩国学校教育資料館に勤務する

職員の服務規程を廃止する訓令について」までの９議案を一括議題とい

たします。それでは文化財保護課及び岩国徴古館から説明をお願いしま

す。 

・「議案第７号 岩国市文化財保護条例施行規則を廃止する規則について」

から「議案第 15 号 岩国学校教育資料館に勤務する職員の服務規程を

廃止する訓令について」ですが、こちらについては、先ほどの日程第３

にて付議された案件に関連し、令和５年４月１日から、文化財保護課、

岩国徴古館、岩国学校教育資料館及び岩国市歴史民俗資料館の所属並び

に所管事務が市長部局に移行することに伴い、廃止するため提案するも

のです。御審議のほどよろしくお願いします。 

・ただいまの説明に、御質問・御意見がありましたら、お願いします。 

・別にないようでしたら、議案第７号から議案第 15 号は原案のとおり決

することに御異議ありませんか。 

・異議なし。 

・御異議なしと認め、議案第７号から議案第 15 号は原案のとおり決しま

す。 

・次に、日程第５「議案第 16 号 岩国市教育基本計画の改訂について」

を議題といたします。なお、これ以降の日程については公表までの間、

議事については非公開としたいと思いますが、いかがでしょうか。 

・異議なし。 

・御異議なしと認め、日程第５以降は、非公開といたします。 

・それでは教育政策課から説明をお願いします。 

・基本計画の改訂につきましては、11 月の教育委員会会議におきまして、

案について各課から説明し、協議させていただきました。この度は、パ

ブリックコメントを反映した最終案として提出するものです。それで

は、昨年 12 月 15 日から本年 1 月 16 日までの間、パブリックコメント

を実施しておりますので御紹介いたします。お手元の資料を御覧くださ

い。意見の提出者は３人、提出件数は 16 件です。左の欄が意見の内容、

右側の欄がそれに対する市の考え方になります。 

・主な意見の内容ですが、教育政策関係では、学校規模・配置の適正化に

ついて、小規模校の存続についての説明がないなどの御意見。学校教育

関係では、教員の増員、教育のグローバル化への対応や部活動の地域移

行についてなどの御意見。生涯学習関係では、地域連携教育についての

御意見。文化財保護関係では、錦帯橋課の所管部について。図書館はコ

ンシェルジュの確保の御提案。科学センターでは、新たな科学センター

のアクセスについて。文化・スポーツ関係では、岩国市民文化会館の利

用料金の見直しについてなど、各課へそれぞれ御意見をいただきまし

た。 
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これらの御意見のうち、２つの御意見について計画に追加修正する形で

反映しております。１つ目は「部活動の地域移行についての記述がない」

との御意見についてです。計画の 10 ページを御覧ください。「（3）体力

の増進」の下から２行目になりますが、「関係課と連携し、学校部活動

の地域連携や地域クラブ活動への移行に向けた環境整備に取り組みま

す。」という一文を追加しております。２つ目が「錦帯橋の保全継承に

ついて全く触れていない」という御意見についてです。こちらは、計画

の 24 ページ、「(5) 錦帯橋の保存継承と世界文化遺産登録の推進」とい

う項目を新たに追加しております。 

 その他の意見につきましては、個別具体的な施策を進める上で貴重な御 

意見とは思われますが、基本計画の内容を修正するものではございませ

んでしたので、「市の考え方」としてのみ、回答することとしておりま

す。パブリックコメントにつきましては以上です。 

・そのほかに、文化財保護課・岩国徴古館が市長部局へ所管替えになるこ

とが決定したことから、掲載順を変更し、後ろに移動しております。字

句の修正等も一部行っております。内容の御承認をいただけましたら、

主な施策の写真を取り込み、今年度中に製本したいと考えております。

よろしくお願いいたします。 

・ただいまの説明に、御質問・御意見がありましたらお願いします。 

・パブコメに関して返答があったのは３人ですか。 

・はい。３人の方に複数件コメントをいただきました。 

・おっしゃるように、基本計画に取り入れるものかどうかしっかり精査し

てください。 

・学校教育関係の「５ 岩国教育情報ネットワークやＩＣＴを活用した研

究及び業務改善」については、子供たちがタブレットを持って帰ったり

授業で活用するということで、参観日や帰ってからの学習状況を保護者

が見ていると思いますので、これに関する意見がないのは寂しいです。

校長先生にいろいろ聞いたりする中で、タブレットを毎日持って帰らせ

る学校もあるようで、通津中学校はそのようなシステムをとっていま

す。宿題はその中から出されるものを行い、補習も自らやる。ほかの学

校は朝学で活用しているところもあります。計算問題など、個人の進度

に合わせて、できないものはフィードバックしてやるということで、こ

こに書かれている「興味・関心」は通り越して「深化・充実」まで図っ

ている学校まであります。もう１年経っているので、ここは「興味・関

心」ではなく「深化・充実」ではないかと思います。そのような部分も

含めてアピールしていった方が良いと思います。 

・学校によって温度差があり、適切な使い分けをできているのかと言われ

ますと、より効率的な使い方という意味ではまだまだ研究が必要だと思

っております。 
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・先生方のタブレットを使った授業力の問題です。その辺りの温度差はあ

ると思いますが、タブレットを活用した授業提供はどの学校もやってい

ると思います。基礎基本の部分については押さえることはできますか

ら、あまりその部分には温度差はありません。活用方法によって発展と

深化については差が出てくると思いますが、工夫をしてやっていただけ

たらと思います。「（1）授業改善に向けた活用の推進」の部分が気にな

ります。保護者も興味関心を持っていますから。 

・次の改訂はいつですか。 

・５年後です。 

・５年後は絶対として、今をどうするかですよね。 

・５年間を見据えてください。ＧＩＧＡスクールとうたっているわけでで

すから。よろしくお願いします。 

・別にないようでしたら、議案第 16 号は原案のとおり決することに御異

議ありませんか。 

・異議なし。 

・御異議なしと認め、議案第 16 号は原案のとおり決します。 

・次に、日程第６「議案第 17 号 令和４年度教育費３月補正予算の見積

りについて」を議題といたします。それでは担当課から説明をお願いし

ます。 

・「議案第 17 号 令和４年度教育費３月補正予算の見積りについて」御説

明いたします。こちらにつきましては、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第 29 条の規定に基づき、教育委員会の意見を求めるもので

す。３月歳出歳入補正予算一覧表に沿って各担当課から御説明します。 

・まず、教育政策課所管分から説明します。教育政策課からは歳出、歳入

の補正になります。１ページの歳出について、まず２款総務費の（仮称）

岩国基地関連特別事業費の英語交流センター運営事業です。光熱水費の

決算見込みによる減額補正になります。 

次に 10 款教育費です。こちらもそれぞれ決算見込みによる減額及び調

整となります。上から順に、指導主事等給与費負担金は、当初 11 人分

の予算を確保していたものが 10 人となったことによるもの。次の教員

住宅解体事業と小学校施設整備費は、入札減等によるもの。学校給食費

は調理員の代替職員の出勤数の減によるもの。そして奨学金につきまし

ては、貸付金が減り、貸付金よりも返還額の方が多かったことから、積

立金につきましては増額補正となります。以上が歳出です。 

・次に歳入になります。５ページを御覧ください。それぞれ歳出等に伴う

決算見込みによる調整です。以上で、教育政策課所管分の説明を終わり

ます。 

・学校教育課です。歳出から説明させていただきます。資料は２ページに

なります。まず、就学援助費についてですが、小学校費の就学援助費の
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扶助費を 640 万円、中学校の就学援助費の扶助費を 280 万円それぞれ減

額補正します。これらは決算見込みによる調整で、対象児童生徒数が見

込みより少なかったための補正です。 

次に中学校教育振興費についてですが、この物件委託料は、旧市のスク

ールバス、スクールタクシーの運行回数が予定していた回数より少なか

ったため、1,500 万円の減額補正としています。 

次に、学校指導費の特別支援教育支援員配置事業についてですが、決算

見込みによる調整のため、報酬 380 万円、期末手当 380 万円、社会保険

料 300 万円の減額補正としております。 

次に、学校給食費についてですが、まず、物件委託料につきましては、

生ごみ収集運搬業務や一般ごみ収集運搬業務、清掃業務等の業務委託に

ついて、入札の結果、不用額 150 万円を減額補正するものです。 

次に、岩国北部地域給食施設整備事業についてですが、この事業は、北

部地域の小・中学校に対し、安心・安全な給食を安定的に提供するため、

美和西小学校の給食調理場を大規模改修する計画で進めていましたが、

世界情勢の急激な変化により建築資材の高騰等を受け、事業内容の精査

に時間を要したことから、令和５年度からの工事着工とするため減額補

正するもので、建設関係委託料について、工事監理業務費 216 万 4,000

円を、建設関係工事請負費１億 4,190 万円を減額補正するものです。 

次に、学校保健管理費ですが、国の第２次補正予算に伴い、感染流行下

における学校教育活動体制整備事業として、学校における感染対策を強

化するために必要となる保健衛生用品等の購入経費を補正するもので、

児童生徒数に応じて、１校当たり 90 万円から 180 万円を各学校に配当

するものです。内容としては、新型コロナウイルス感染者等発生時の保

健衛生用品の購入費として、消耗品費 2,407 万 5,000 円、換気用備品の

購入として、一般備品 2,407 万 5,000 円を増額補正するものです。事業

費の１/２は国の補助金が充てられます。 

次に、小中学校ＩＣＴ環境整備事業についてですが、これは、昨年９月

から小学１・２年生に１人１台タブレット端末の整備を行いました。こ

れに伴い、需用費では、キーボードなどの消耗品の入札、委託料では、

タブレット端末の初期設定等業務委託の入札、備品購入費では、タブレ

ット端末本体の購入に当たりそれぞれ入札を行った結果、入札執行残に

ついて減額補正するものです。 

次に、小中学校ＩＣＴ推進事業についてですが、まず、報酬につきまし

ては、決算見込みによる調整のため、ＩＣＴ支援員の報酬 106 万 7,000

円の減額補正をするものです。通信運搬費については、インターネット

環境のない御家庭にモバイルルーターの貸出しを行っておりますが、貸

出し台数が見込みより少なかったため、1,024 万 4,000 円の減額補正を

するものです。 
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次に、教育イントラネット管理費についてですが、校務情報基盤構築業

務の業務委託に係る入札を行った結果、1,034 万 1,000 円の入札執行残

について減額補正するものです。 

・続いて歳入についてですが、資料は、５ページになります。国庫支出金

の学校保健特別対策事業費補助金についてですが、これは歳出でも御説

明しましたとおり、国の第２次補正予算によるもので、4,815 万円のう

ち、国庫補助金として、補助率２分の１の 2,407 万 5,000 円を増額補正

するものです。 

次に、諸収入のＩＣＴ関係使用料についてですが、これは、歳出の小中

学校ＩＣＴ推進事業の通信運搬費で御説明したとおり、御家庭へのモバ

イルルーターの貸出しにより、そのデータ通信料を各御家庭に負担して

いただいていますが、貸出し台数が想定より少なかったため、不用額と

して、949 万 5,000 円を減額補正するものです。 

次に、市債の岩国北部地域給食施設整備事業ですが、これは、歳出の岩

国北部地域給食施設整備事業で御説明したとおり、令和５年度からの工

事着工とするため、１億 3,700 万円を減額補正するものです。 

次に、資料７ページの繰越明許費補正についてです。学校保健特別対策

事業費 4,815 万円について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影

響によって、事業実施前に物品の年度内の納入が困難であることが判明

し、計画の見直しを行う必要が生じたため繰り越しをするものです。 

最後に、資料８ページの債務負担行為の補正についてです。岩国北部地

域給食施設整備事業について、令和４年度に工事着工の予定でしたが、

建築資材の高騰等を受けて事業内容の精査に時間を要したことから、令

和５年度からの工事着工とするため廃止するものです。以上で学校教育

課からの説明を終わります。 

・中央公民館です。公民館費のうち、公民館管理運営費の維持工事請負費

ですが、こちらは由宇文化会館の空調設備改修工事と雨漏りの補修工事

を予定しておりましたが、今年度は雨漏りの補修工事を実施いたしまし

て、空調設備改修工事につきましては、次年度に延期したための減額補

正です。 

 次に、建設関係工事請負費ですが、こちらは解体工事の入札執行残によ

る減額です。それに伴いまして、歳入の変更ですが、５ページを御覧く

ださい。市債の社会教育債の公民館整備事業ですが、今、御説明いたし

ました岩国市中央公民館解体工事の入札執行残に伴う減額です。以上で

す。 

・文化財保護課並びに岩国徴古館です。資料は３ページです。文化財保護

費の文化財保護事業、維持工事請負費といたしまして、81 万 4,000 円の

減額です。この件に関しましては、旧目加田家住宅の白壁を改修する予

定でしたが、現在、旧目加田家住宅は文化庁を交えて保存活用計画を策
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定している最中です。この保存活用計画策定後に改修を実施することに

いたしまして、方針を転換したことによる減額です。 

 次に、岩国シロヘビの館運営費です。需要費の印刷製本費を 97 万 2,000

円減額しております。これにつきましては、シロヘビの館の入館者数が

減少しておりまして、その関係で当初予定していた印刷の数量を少なく

しましたために減額をするものでございます。在庫が多く発生していま

すので、それに併せて減額することとしております。 

 次に、岩国徴古館です。資料の４ページ、教育資料館費の岩国学校教育

資料館トイレ改修事業です。工事請負費として 80 万円の補正、決算見

込みによる減額です。 

 次に、徴古館費、岩国市博物館整備事業です。委託料といたしまして、

補正額が 2,770 万 4,000 円、これも決算見込みによる減額でございます。 

・次に、歳入です。資料は５ページです。文化財保護課の使用料及び手数

料で、岩国シロヘビの館入館料が 410 万 6,000 円の減額です。新型コロ

ナウイルス感染症による入館者数が減少したことによる減額です。 

 続きまして資料の６ページです。岩国徴古館の市債です。博物館整備事

業の減額で、補正額は 400 万円、決算見込みによる減額でございます。

これに関連しますのが、先ほど歳出で申し上げました博物館整備事業の

減額になります。以上です。 

・ただいまの説明に、御質問・御意見がありましたら、お願いします。 

・中央公民館関係で、由宇の文化会館の空調設備は来年に回しても大丈夫

なのですか。 

・はい。 

・予算は確保していたけど大丈夫だったということですか。 

・文化会館の改修工事というのは、吸収式冷温水機の一部を改修するとい

うことなのですが、専門的な知識と経験が必要ということから、製造業

者以外に施工させた場合は、今ある既存設備に著しい支障が生じるので

はないかということで、地方自治法施行令の第 167 条の２第１項第２号

により製造業者と随時契約をしましょうということではあったのです

が、その業者は入札参加資格の名簿になかったため、契約上の問題がご

ざいまして、今年度の実施ができませんでした。 

・空調が効きにくいですよね。大丈夫なのかなと思っていました。 

・契約監理課とも相談しており、来年度はきちんとできるようにします。 

・業者が見つかるということですよね。 

・別にないようでしたら、議案第 17 号は原案のとおり決することに御異

議ありませんか。 

・異議なし。 

・御異議なしと認め、議案第 17 号は原案のとおり決します。 

・次に、日程第７「議案第 18 号 令和５年度教育費予算の見積りについ
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て」を議題といたします。それでは教育政策課から説明をお願いします。 

・「議案第 18 号 令和５年度教育費予算の見積りについて」御説明いたし

ます。こちらにつきましても、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第 29 条の規定に基づき、教育委員会の意見を求めるものでございま

す。まず 1 ページ、（１）予算規模につきましては、令和５年度の教育

費が 64 億 8,500 万円で、昨年度よりも約 14 億 6,000 万円の増額となっ

ています。市の一般会計当初予算は、733 億 2,000 万円で、昨年度より

も約 53 億円の増額になります。一般会計に占める教育費の割合は、棒

グラフで示しておりますとおり、令和４年度の７.４パーセントに対し、

令和５年度は８.８パーセントと、１.４ポイントの増加となっておりま

す。 

次に、２ページの（２）教育費内訳の目的別内訳についてです。小学校

費や中学校費が増額、教育諸費などが減額となっております。次に、主

な増減科目です。増額幅の大きいものが、小学校費及び中学校費の学校

施設整備費で、それぞれ約３億円と約２億円の増額となっております。

主な増額要因は、特別教室の空調整備事業とトイレ改修事業の工事請負

費の計上によるものです。 

次に、社会教育費内訳について掲載しております。主な増減科目につい

てですが、表の下から３行目、徴古館費が約１億円の増額となっており

ます。主な増額要因は、岩国市博物館整備事業費の増額によるものです。 

次に３ページを御覧ください。教育諸費内訳についてです。教育諸費の

主な増減科目についてですが、学校給食費が約 9,800 万円の増額。表で

は一番下になりますが、教育振興費が約１億 8,000 万円の減額となって

おります。学校給食費の主な増額要因は、岩国北部地域給食施設整備事

業費の増額によるものです。また、教育振興費の主な減額要因は、小学

校１・２年生用のタブレット端末等の整備が完了したことなどによるも

のです。 

次に（３）教育費以外の教育関係予算です。主な増減事業についてです

が、特定防衛施設周辺整備費の文教施設整備事業費と教育振興支援事業

費がともに約１億円の増額となっております。それぞれ学校空調整備基

金積立金と学校給食運営基金積立金を増額積立することによるもので

す。 

・次に、４ページの主な事業について御説明します。まず２款総務費に計

上されております特定防衛施設周辺整備費になります。学校空調設備整

備基金積立金です。学校の空調設備整備事業を実施するための基金の運

用益（預金利息）を積み立てるものですが、この度は新たに国の交付金

の積立てを行います。次に、小学校及び中学校の学校空調設備維持管理

事業です。主な経費は空調設備の電気代です。次に、図書館改修事業で

す。新規事業になります。老朽化した中央図書館のエレベーターを更新
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するものです。次に、５ページの学校給食運営基金積立金です。給食無

償化を実施するための交付金と基金の運用益を積み立てるものです。次

に、小中学校学校給食運営事業です。経費の主な内訳は、学校給食の食

材費、給食管理システムの保守管理業務等です。次の小中学校学校給食

費等補助金は、アレルギー疾患などで給食を食べられない児童生徒に対

し、給食費相当分を補助します。 

次に再編関連特別事業費です。まず、学校給食施設管理運営基金積立金

ですが、岩国地域の小・中学校８校の学校給食を実施するための基金の

運用益（預金利息）を積み立てるものです。次に６ページ、岩国学校給

食センター管理運営費です。これは光熱水費をはじめ、民間業者への委

託をしている調理業務、配送業務です。 

次に米空母艦載機部隊配備特別事業費です。英語交流センター運営基金

積立金は、英語交流センターを運営するための交付金と、基金の運用益

（預金利息）を積み立てるものです。次の英語交流センター運営事業は、

英語交流センターにおいて、各種イベントや講座を開催する費用等にな

ります。 

次に７ページ、教育費になります。小学校空調設備整備事業は、市立小

学校の特別教室について、計画的に空調設備の整備を行います。次に小

学校トイレ改修事業です。市立小学校のトイレについて、計画的に衛生

環境の改善を図ります。次に、灘小学校屋内運動場改築事業です。老朽

化した灘小学校屋内運動場を改築します。次に、中学校空調設備整備事

業です。事業は小学校と同様です。次に８ページ、中学校トイレ改修事

業です。こちらも事業は小学校と同様です。次に、岩国城跡調査事業で

す。新規事業となります。岩国城跡の国史跡指定を目指し、調査を実施

します。次は教育施設駐車場整備事業です。こちらも新規事業です。旧

玖珂総合支所跡地に、周辺の教育施設の利用者のための駐車場を整備し

ます。次は公民館整備事業です。中央公民館の建替えに向け、令和５年

度は実施設計等を行います。次に９ページ、岩国市博物館整備事業です。

岩国市博物館等施設再整備計画などに基づき、令和５年度は博物館整備

の実施設計を行います。次に、国際交流支援員常駐配置事業です。中学

校において国際交流支援員を常駐配置する事業になります。次の小中学

校日本語指導支援員配置事業は、市内小・中学校に就学する軍人・軍属

の子供たちに対して日本語指導を推進するため、外国語の対応ができる

支援員を配置する事業になります。最後に 10 ページです。帰国・外国

人児童生徒教育推進支援事業は、市内小・中学校に就学する日本語を話

せない帰国子女や外国人の児童生徒に対して、日本語指導を推進するた

め、外国語の堪能な支援員を配置する事業になります。次に、岩国北部

地域給食施設整備事業です。北部地域の小・中学校の共同調理場化に向

け、美和西小学校調理場の大規模改修を行います。以上で令和５年度教
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育費予算の見積りについての説明を終わります。 

・ただいまの説明に、御質問・御意見がありましたら、お願いします。 

・別にないようでしたら、議案第 18 号は原案のとおり決することに御異

議ありませんか。 

・異議なし。 

・御異議なしと認め、議案第 18 号は原案のとおり決します。 

・次に、日程第８「議案第 19 号 令和５年度岩国市立小学校及び中学校

において使用する学校教育法附則第９条に規定する教科用図書の採択

について」を議題といたします。それでは学校教育課から説明をお願い

します。 

・「議案第 19 号 令和５年度岩国市立小学校及び中学校において使用する

学校教育法附則第９条に規定する教科用図書の採択について」です。特

別支援学級等で使用する教科用図書につきましては、文部科学省の検定

を受けた教科用図書によらず、その他の教科用図書を使用することがで

きることになっており、その候補のリストとなっています。令和５年度

の教科用図書につきましては、８月の教育委員会会議で御承認いただき

ましたが、その後、一部図書が品切れになったため、再度選定したもの

について、承認を求めるものでございます。よろしくお願いいたします。 

・ただいまの説明に、御質問・御意見がありましたら、お願いします。 

・別にないようでしたら、議案第 19 号は原案のとおり決することに御異

議ありませんか。 

・異議なし。 

・御異議なしと認め、議案第 19 号は原案のとおり決します。 

・次に、日程第９「議案第 20 号 岩国市徴古館条例の一部を改正する条

例について」を議題といたします。それでは岩国徴古館から説明をお願

いします。 

・「議案第 20 号 岩国市徴古館条例の一部を改正する条例について」御説

明いたします。本議案は、博物館法の一部を改正する法律の施行に伴い、

規定の整備を行うため、意見を求めるものです。改正前の博物館法第 18

条において、公立博物館の設置に関する事項は、地方公共団体の条例で

定めなければならないとされていました。しかし、公の施設の設置には

地方自治法第 244 条の２に規定があることから、この度の法改正により

博物館法第 18 条の規定が削除されたため、本条例におきましても同様

の改正を行うものです。本条例は法律の施行に合わせ、本年４月１日か

ら施行することとしておりますが、この改正による岩国徴古館の公立博

物館としての位置付けに変更はありません。以上です。 

・ただいまの説明に、御質問・御意見がありましたら、お願いします。 

・別にないようでしたら議案第 20 号は原案のとおり決することに御異議

ありませんか。 
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・異議なし。 

・御異議なしと認め、議案第 20 号は原案のとおり決します。 

・本日の議題は以上でございます。それでは、次回の教育委員会会議の日

程について、事務局からお願いします。 

・次回の定例会は令和５年３月 20 日月曜日、市役所本庁２階特別会議室

にて 14 時から所属長会議を、14 時 30 分から教育委員会会議を開催いた

します。 

・これをもちまして、令和５年第２回岩国市教育委員会会議を終了します。  
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